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証券コード：4224

ご案内

�新型コロナウイルスによる感染症が流行して
おりますので株主総会へご出席に際しまして
は、ご自身の体調をご確認のうえ感染防止に
ご配慮賜りますようお願い申し上げます。

● 新型コロナウイルス感染症対応について

● お土産のご用意はございません。
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（証券コード 4224）
2022年６月９日

株 主 各 位
東京都墨田区緑四丁目15番３号

代表取締役社長 大 村 朗

第79回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第79回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、適切な感染防止策を実

施させていただいた上で、開催させていただくことといたしました。
株主の皆様におかれましては、感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、極力、

書面（郵送）又はインターネット等により事前の議決権行使をいただき、株主総会当日のご来場
をお控えいただくようお願い申し上げます。
お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、「議決権行使方法に関するご案内」（３～

４頁）に記載の方法により議決権を行使することができますので、2022年６月28日（火曜日）
午後５時40分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具
記

１．日 時 2022年６月29日（水曜日）午前10時
２．場 所 東京都墨田区横網一丁目６番１号

国際ファッションセンタービル 11階（115号室）
３．会議の目的事項
報 告 事 項 1.第79期 （2021年４月１日から2022年３月31日まで）

事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会
の連結計算書類監査結果報告の件

2.第79期 （2021年４月１日から2022年３月31日まで）
計算書類報告の件
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決 議 事 項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 監査等委員でない取締役６名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
第５号議案 監査等委員でない社外取締役の報酬額設定の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出くださいますようお願い申し上げ
ます。

<株主様へのお願い>
・株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により上記対応を更新する場合がございます。
インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス https://www.lonseal.co.jp）より、発信情報をご確認く
ださいますよう、併せてお願い申し上げます。

・会場受付付近で、株主様のためのアルコール消毒液を配備いたします。
（ご来場の株主様は、マスクの持参・着用をお願い申し上げます。マスクを着用しない株主様は入場をお断り
し、お帰りいただく場合がございます。）
・会場入口付近で検温をさせていただき、発熱があると認められる方、体調不良と思われる方は、入場をお断り
し、お帰りいただく場合がございます。

・感染拡大防止のため、会場の座席間隔を拡げることから、ご用意できる席数が例年より大幅に減少いたしま
す。そのため、当日ご来場いただいても入場をお断りする場合がございます。

・株主総会の運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえマスク着用で応対をさせていただきます。
・本総会においては、感染拡大防止のため開催時間を短縮する観点から、議場における報告事項（監査報告を含
みます）及び議案の詳細な説明は省略させていただきます。株主様におかれましては、事前に招集通知にお目
通しいただけますようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上
の当社ウェブサイト（アドレス https://www.lonseal.co.jp）に掲載させていただきます。
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インターネットによる議決権行使のご案内については次頁をご参照ください。

議決権行使方法に関するご案内
株主総会にご出席いただく場合
開催日時 2022年６月29日（水曜日）午前10時
議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。（ご捺印は不要です。）
なお、株主でない代理人および同伴の方など、議決権を行使することがで
きる株主以外の方はご入場いただけません（お身体の不自由な株主様の同
伴の方を除きます。）ので、ご注意ください。

書面による議決権行使
行使期限 2022年６月28日（火曜日）午後５時40分到着分まで
各議案の賛否を議決権行使書用紙にご記入のうえ、
切手を貼らずにご投函ください。

インターネットによる議決権行使
行使期限 2022年６月28日（火曜日）午後５時40分送信分まで
議決権行使サイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/ にアクセスし、
画面の案内に従い、各議案の賛否をご入力ください。

（1）行使期限は2022年６月28日（火曜日）午後５時40分までとなっており、同時刻まで
に入力を終える必要があります。お早めの行使をお願いいたします。

（2）書面とインターネットによる議決権行使を重複して行使された場合は、インターネット
によるものを有効とします。複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効とし
ます。

（3）パスワード（株主様が変更されたものを含みます。）は今回の株主総会のみ有効です。
次回の株主総会時は新たに発行いたします。

（4）インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。
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1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。

2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「スマート行使」の議決権行使は1回のみ。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数で
すがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に
記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力して
ログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイ
トへ遷移できます。

1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

「次へすすむ」をクリック

「議決権行使コード」
を入力

「初期パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「次へ」をクリック

「登録」をクリック

4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

2 議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

3 議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル

（受付時間 年末年始を除く午前９時～午後９時）
0120-768-524

インターネットによる議決権行使のご案内
QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議
決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使
ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/
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株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 定款一部変更の件
１ 変更の理由

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定
する改正規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入
に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。
（１）変更案第16条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提

供措置をとる旨を定めるものであります。
（２）変更案第16条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項

の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
（３）株主総会参考書類等のインターネット開示の規定（現行定款第16条）は不要とな

るため、これを削除するものであります。
（４）上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

なお、現行定款附則第１条は本定款第５条及び第６条の効力発生日である平成28
年10月１日をもって削除する事になっておりますので、併せて削除するものとい
たします。
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２ 変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）
現 行 定 款 変 更 案

第３章 株主総会 第３章 株主総会
第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示）

当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参
考書類、事業報告、計算書類および連結計算書
類に記載または表示をすべき事項に係る情報
を、法務省令に定めるところにしたがい、イン
ターネットを利用する方法で開示することがで
きる。

<削除>

<新設>

第16条（電子提供措置等）
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参
考書類等の内容である情報について、電子提供
措置をとるものとする。
２．当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法
務省令で定めるものの全部または一部につい
て、議決権の基準日までに書面交付請求した株
主に対して交付する書面に記載しないことがで
きる。

附則 附則
第１条 第５条（発行可能株式総数）および第６条

（単元株式数）の変更は、平成２８年１０月
１日をもって効力が発生するものとする。
なお、本附則は当該変更の効力発生日をも
って削除するものとする。

<削除>

<新設>

１．現行定款第16条（株主総会参考書類等のインタ
ーネット開示）の削除および変更案第16条（電
子提供措置等）の新設は、会社法の一部を改正す
る法律（令和元年法律第70号）附則第１条ただ
し書きに規定する改正規定の施行の日（以下「施
行日」という）から効力を生ずるものとする。

２．前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内
の日を株主総会の日とする株主総会については、
現行定款第16条はなお効力を有する。

３．本附則は、施行日から６か月を経過した日または
前項の株主総会の日から３か月を経過した日のい
ずれか遅い日後にこれを削除する。

以上 以上
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第２号議案 監査等委員でない取締役６名選任の件
監査等委員でない取締役６名は、本株主総会終結の時をもって全員任期満了となります。
つきましては、監査等委員でない取締役６名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本事案に関しましては、監査等委員会からは株主総会で陳述すべき特段の事項がな

い旨を確認しております。
監査等委員でない取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 当社における現在の地位及び担当 取締役会

出席回数 候補者属性

1 おお むら あきら

大 村 朗 代表取締役社長 社長執行役員 13/13回 再任

2 はす ぬま おさむ

蓮 沼 修 取締役常務執行役員土浦事業所長 研
究・開発部担当 13/13回 再任

3 い せき なお ひこ

井 関 直 彦
取締役常務執行役員 人事・総務部、
経理部、監査室、ＣＳＲ推進室担当
大阪支店長

13/13回 再任

4 とき わ あき お

常 盤 昭 夫 取締役常務執行役員防水事業部長 建
装事業部担当 13/13回 再任

5 こく ざわ ひで お

石 澤 英 夫 取締役執行役員 品質保証部、経営管
理部、情報システム部、購買部担当 13/13回 再任

6 かみ なが とし き

神 長 俊 樹 取締役 10/10回 再任 社外 独立

再任 再任候補者 社外 社外役員 独立 独立役員
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する
当 社 の
株 式 数

１

大
お お む ら
村 朗

あきら

（1957年９月15日生）

再任

取締役会出席状況
13回/13回（100％）

1981年４月 東洋曹達工業㈱（現東ソー㈱）入社
2002年６月 TOSOH EUROPE B.V.社長
2008年10月 東ソー㈱秘書室長
2011年６月 同社理事人事部長
2015年６月 同社理事ポリマー事業部長
2016年６月 同社執行役員ポリマー事業部長
2017年６月 当社代表取締役社長
2019年６月 当社代表取締役社長 社長執行役員（現在に至

る）

5,000株

【監査等委員でない取締役候補者とした理由】
事業企画・管理、海外、人事等の各部門での豊富な経験、実績、見識を有しており、当社の重要事

項の決定及び業務執行の監督に対して貢献できると期待して、取締役候補者といたしました。

２

蓮
は す ぬ ま
沼 修

おさむ

（1960年10月13日生）

再任

取締役会出席状況
13回/13回（100％）

1983年４月 東洋曹達工業㈱（現東ソー㈱）入社
2011年６月 大洋塩ビ㈱取締役兼東ソー㈱四日市事業所塩ビ

ポリマー製造部長
2016年６月 大洋塩ビ㈱取締役
2019年５月 東ソー㈱執行役員
2019年６月 当社取締役常務執行役員土浦事業所長
2021年６月 当社取締役常務執行役員土浦事業所長 研究・

開発部担当（現在に至る）

100株

（重要な兼職の状況）
㈱ロンテクノ取締役
ロンシールインコーポレイテッド取締役

【監査等委員でない取締役候補者とした理由】
製造部門、技術部門等での豊富な経験、実績、見識を有しており、当社の重要事項の決定及び業務

執行の監督に対して貢献できると期待して、取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する
当 社 の
株 式 数

３

井
い せ き
関 直

な お ひ こ
彦

（1963年５月11日生）

再任

取締役会出席状況
13回/13回（100％）

1986年４月 ㈱日本興業銀行入行
2013年４月 みずほ証券㈱アセットマネジメントグループシ

ニアエグゼクティブ
2017年６月 当社顧問
2017年６月 当社取締役兼常務執行役員 人事・総務部、経

理部、監査室担当
2019年６月 当社取締役常務執行役員 人事・総務部、経理

部、監査室、防水事業部担当
2022年１月 当社取締役常務執行役員 人事・総務部、経理

部、監査室、ＣＳＲ推進室担当 大阪支店長
（現在に至る）

1,500株

【監査等委員でない取締役候補者とした理由】
企画、管理、営業等の各部門での豊富な経験、実績、見識を有しており、当社の重要事項の決定及

び業務執行の監督に対して貢献できると期待して、取締役候補者といたしました。

４

常
と き わ
盤 昭

あ き お
夫

（1960年３月25日生）

再任

取締役会出席状況
13回/13回（100％）

1982年４月 当社入社
2007年10月 当社土浦事業所生産技術部長
2010年６月 当社理事土浦事業所第一製造部長
2013年６月 当社理事土浦事業所副事業所長兼土浦事業所第

一製造部長
2014年６月 当社執行役員開発事業部長兼国際営業部長
2017年６月 当社取締役兼執行役員建装事業部長
2018年６月 当社取締役兼常務執行役員建装事業部長兼大阪

支店長 壁装事業部担当
2019年６月 当社取締役常務執行役員建装事業部長兼大阪支

店長 壁装事業部担当
2021年４月 当社取締役常務執行役員防水事業部長 建装事

業部担当（現在に至る）

1,000株

（重要な兼職の状況）
㈱ロンテクノ取締役
ロンシールインコーポレイテッド取締役
龍喜陸（上海）貿易有限公司董事

【監査等委員でない取締役候補者とした理由】
製造、生産技術、営業等の各部門での豊富な経験、実績、見識を有しており、当社の重要事項の決

定及び業務執行の監督に対して貢献できると期待して、取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する
当 社 の
株 式 数

５

石
こ く ざ わ
澤 英

ひ で お
夫

（1965年８月20日生）

再任

取締役会出席状況
13回/13回（100％）

1989年４月 東ソー㈱入社
2009年６月 同社広報室長兼コンプライアンス委員会
2013年６月 同社ポリマー事業部企画管理室長
2020年６月 当社取締役執行役員 経営管理部、情報システ

ム部、購買部担当
2021年６月 当社取締役執行役員 品質保証部、経営管理部、

情報システム部、購買部担当（現在に至る）

―株

（重要な兼職の状況）
ロンシールインコーポレイテッド取締役

【監査等委員でない取締役候補者とした理由】
企画、管理、広報等の各部門での豊富な経験、実績、見識を有しており、当社の重要事項の決定及

び業務執行の監督に対して貢献できると期待して、取締役候補者といたしました。

６

神
か み な が
長 俊

と し き
樹

（1954年12月10日生）

再任 社外 独立

取締役会出席状況
10回/10回（100％）

1978年３月 日本セメント㈱（現太平洋セメント㈱）入社
1998年10月 太平洋セメント㈱土佐工場設備部長
2011年４月 同社上磯工場長
2012年４月 同社執行役員上磯工場長
2016年６月 アサノコンクリート㈱代表取締役社長
2018年６月 ㈱デイ・シイ代表取締役社長
2021年６月 ㈱デイ・シイ会長（現在に至る）
2021年６月 当社取締役（現在に至る）

―株

【監査等委員でない取締役候補者とした理由及び期待される役割】
事業会社の経営者として豊富な経験、実績、見識を有しており、当社の今後の発展のために、独立

した立場から有益な意見をいただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。
（注） 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 神長俊樹氏は、社外取締役候補者であります。
3. 神長俊樹氏が社外取締役に就任してからの年数は本株主総会終結の時をもって１年であります。
4. 神長俊樹氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員候補者であります。
5. 当社は、現在社外取締役である候補者神長俊樹氏との間で責任限定契約を締結しております。同氏
が取締役に再任された場合、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度
額は、会社法第425条第１項に定める最低限度額となります。

6. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる業務
の遂行に起因して損害賠償請求がなされたことによって被る損害を当該保険契約により補填するこ
ととしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次
回更新時には同内容での更新を予定しております。
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第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役３名は、本株主総会終結の時をもって全員任期満了となります。
つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 当社における現在の地位及び担当 取締役会

出席回数 候補者属性

1 まえ だ あつし

前 田 篤 取締役（常勤監査等委員） 13/13回 再任

2 わた なべ ひで き

渡 部 秀 樹 ― ― 新任 社外 独立

3 かわ もと こう じ

河 本 浩 爾 取締役（監査等委員） 13/13回 再任 社外

新任 新任候補者 再任 再任候補者 社外 社外役員 独立 独立役員

候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する
当 社 の
株 式 数

１

前
ま え だ
田 篤

あつし

（1961年１月26日生）

再任

取締役会出席状況
13回/13回（100％）
監査等委員会出席状況
10回/10回（100％）

1990年３月 当社入社
2008年６月 当社品質保証部長
2016年６月 当社執行役員土浦事業所第一製造部長
2017年６月 当社執行役員土浦事業所副事業所長兼土浦事業

所第一製造部長
2020年６月 当社取締役（常勤監査等委員）（現在に至る）

500株

【監査等委員である取締役候補者とした理由】
製造部門、品質保証部門等での多岐に亘る経験、実績、見識を有しており、当社の経営に関する監

査・監督の強化に適任であると判断し取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する
当 社 の
株 式 数

２

渡
わ た な べ
部 秀

ひ で き
樹

（1957年２月３日生）

新任 社外 独立

取締役会出席状況
―

監査等委員会出席状況
―

1982年４月 電気化学工業㈱（現デンカ㈱）入社
2004年６月 同社千葉工場ポリマー研究センター第一研究部

長
2013年４月 同社大船工場長
2015年４月 同社執行役員青海工場副工場長
2019年４月 同社常務執行役員千葉工場長
2022年４月 同社顧問（現在に至る）

―株

【監査等委員である取締役候補者とした理由及び期待される役割】
製造部門、技術部門等での多岐に亘る経験、実績、見識を有しており、客観的かつ公正な立場で当

社の経営に関する監査・監督の強化に適任であると判断し社外取締役候補者といたしました。

３

河
か わ も と
本 浩

こ う じ
爾

（1957年７月28日生）

再任 社外

取締役会出席状況
13回/13回（100％）
監査等委員会出席状況
10回/10回（100％）

1980年４月 東洋曹達工業㈱（現東ソー㈱）入社
2005年６月 東ソー㈱財務部長
2010年６月 同社理事経営管理室長兼ＩＴ戦略室長
2013年６月 同社取締役経営管理室長兼ＩＴ戦略室長
2015年６月 当社社外取締役
2016年６月 東ソー㈱取締役常務執行役員経営管理室長兼購

買・物流部長 ＩＴ戦略室、財務部、広報室、
総務部、監査室担当

2016年６月 当社社外取締役（監査等委員）（現在に至る）
2019年６月 東ソー㈱常勤監査役（現在に至る）

―株

【監査等委員である取締役候補者とした理由及び期待される役割】
経営管理部門等での多岐に亘る経験、実績、見識並びに財務・会計に関する適切な知見を有してお

り、客観的かつ公正な立場で当社の経営に関する監査・監督の強化に適任であると判断し社外取締役
候補者といたしました。

（注） 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 渡部秀樹氏及び河本浩爾氏は、社外取締役候補者であります。
3. 河本浩爾氏が社外取締役に就任してからの年数は本株主総会終結の時をもって７年、監査等委員で
ある取締役に就任してからの年数は本株主総会終結の時をもって６年であります。

4. 河本浩爾氏は、2006年６月29日から2009年６月26日までの間、当社の社外監査役でありまし
た。

5. 渡部秀樹氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員候補者であります。
6. 当社は、渡部秀樹氏が取締役に選任された場合、同氏との間で責任限定契約を締結する予定であり
ます。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低限度額となりま
す。

7. 当社は、現在社外取締役である候補者河本浩爾氏との間で責任限定契約を締結しております。同氏
が取締役に再任された場合、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度
額は、会社法第425条第１項に定める最低限度額となります。
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8. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる業務
の遂行に起因して損害賠償請求がなされたことによって被る損害を当該保険契約により補填するこ
ととしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次
回更新時には同内容での更新を予定しております。

（ご参考）取締役候補者の専門性と経験（スキルマトリックス）
候補者
番 号 氏 名 企業経営 財務・会計 人事・法務・

リスク管理
製造・技術・
研究

営業・マーケ
ティング 国際性

監
査
等
委
員
で
な
い
取
締
役

１ 大村 朗 ○ ○ ○ ○

２ 蓮沼 修 ○ ○ ○

３ 井関 直彦 ○ ○ ○ ○

４ 常盤 昭夫 ○ ○

５ 石澤 英夫 ○ ○

６ 神長 俊樹 ○ ○ ○

で監
あ査
る等
取委
締員
役

１ 前田 篤 ○

２ 渡部 秀樹 ○

３ 河本 浩爾 ○ ○
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第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
本株主総会開始の時をもって補欠の監査等委員である取締役選任の効力が失効しますの

で、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査等
委員である取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

氏 名
（生年月日） 略歴、地位及び重要な兼職の状況

所有する
当 社 の
株 式 数

堀
ほ り た に
谷 宏

こ う じ
志

（1969年５月13日生）

社外

1993年４月 東ソー㈱入社
2015年１月 東ソー㈱経営企画・連結経営部（現在に至る）

―株

【補欠の監査等委員である取締役候補者とした理由及び期待される役割】
経営企画部門等での多岐に亘る経験、実績、見識を有しており、客観的かつ公正な立場で当社の経営に関す

る監査・監督の強化に適任であると判断し補欠の社外取締役候補者といたしました。
（注） 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 堀谷宏志氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
3. 当社は、堀谷宏志氏が監査等委員である取締役に就任した場合、同氏との間で責任限定契約を締結
する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責
任限度額となります。

4. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる業務
の遂行に起因して損害賠償請求がなされたことによって被る損害を当該保険契約により補填するこ
ととしております。堀谷宏志氏が就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められること
となります。
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第５号議案 監査等委員でない社外取締役の報酬額設定の件
取締役の報酬額に関しては、2016年６月29日開催の第73回定時株主総会において、監

査等委員でない取締役の報酬額を年額300百万円以内としてご承認いただき今日に至ってお
ります。今般、監査等委員でない社外取締役の報酬額を新たに設定したく存じます。
つきましては、監査等委員でない取締役に対する報酬額を、年額300百万円以内（うち社

外取締役分30百万円以内）といたしたく存じます。
また、監査等委員でない取締役の報酬額には従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与

は含まないものといたしたく存じます。
なお、第２号議案が原案どおり承認可決された場合、監査等委員でない取締役は６名（う

ち社外取締役１名）となります。

以 上
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（添付書類）

第79期 事業報告（2021
2022

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

１．企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が
徐々に緩和される中で、持ち直しの動きが続いたものの、原燃料価格の上昇や新たな変異株
による感染再拡大などに加えて、米国の金融引き締めやロシアによるウクライナ侵攻を契機
に先行きの不透明感は一層高まることとなりました。
当社グループと関連が深い建設業界におきましては、住宅建設の着工戸数は回復傾向にあ

りますが、原油・ナフサ価格の高騰に伴う原燃料価格の上昇、販売競争の激化等により厳し
い状況が続いております。
このような状況の下、当連結会計年度における当社グループの連結売上高は、181億29

百万円(前期比5.6%増)となりました。
損益面につきましては、当連結会計年度においては売上高の増加に努めた結果、営業利益
は12億80百万円(前期比12.2%増)、経常利益は13億70百万円(前期比7.0%増)、親会社株
主に帰属する当期純利益は９億65百万円(前期比10.6%増)となりました。
セグメント別の状況は次のとおりです。
（合成樹脂加工品事業）
主力の建材製品は、国内床材、防水資材、住宅資材、壁装材、輸出用床材が売上増となり
ました。また、産業資材製品は、フィルム基材が売上増となりましたが、車両用床材は売上
減となりました。
この結果、売上高は177億69百万円（前期比5.7%増）、営業利益は10億５百万円（前期

比16.0%増）となりました。
（不動産賃貸事業）
不動産賃貸料収入は３億60百万円（前期と同額）、営業利益は２億74百万円（前期比

0.2%増）となりました。
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企業集団のセグメント別売上高
期別

事業区分

当 期 前 期 増 減
金額

（百万円）
構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

増減率
（％）

合 成 樹 脂
加 工 品 事 業 17,769 98.0 16,807 97.9 961 5.7

不 動 産
賃 貸 事 業 360 2.0 360 2.1 ― ―

合 計 18,129 100.0 17,167 100.0 961 5.6

（2）設備投資の状況
当期中に実施した設備投資は、製造事務所、変電所の改修、材料貯蔵構築物、印刷・型押

ロールなど、総額９億40百万円であります。

（3）資金調達の状況
特記すべき事項はありません。

（4）対処すべき課題
今後の当社グループを取り巻く経営環境は、政府による新型コロナウイルス感染症対策の

効果や社会経済活動の正常化に向けた取組み効果などにより持ち直していくことが期待され
るものの、感染症の動向やウクライナ情勢を含む地政学的リスクなどにより先行きは依然と
して不透明な中、原燃料価格や物流費などの高騰が続いており、コスト増加による利益圧迫
が懸念されます。
このような環境の下、事業環境の変化にスピーディーに対応できる体制整備と事業基盤の

強化を推し進め、安定した利益を確保し続ける企業への変革に努めてまいります。
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（5）財産及び損益の状況の推移
期別

区分
第76期

2019年3月期
第77期

2020年3月期
第78期

2021年3月期
第79期

2022年3月期
売 上 高 （百万円） 20,298 19,895 17,167 18,129
経 常 利 益 （百万円） 2,013 1,808 1,281 1,370
親会社株主に帰属する当期純利益 （百万円） 1,402 1,207 872 965
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 304円19銭 261円90銭 189円28銭 209円37銭
純 資 産 （百万円） 16,012 16,644 17,210 17,957
総 資 産 （百万円） 22,514 24,021 23,904 24,751
（注）１．１株当たり当期純利益は、保有する自己株式数を除く期中平均発行済株式総数により算出しており

ます。
２．当連結会計年度より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を
適用しており、当連結会計年度の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の
数値を記載しています。

（6）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社との関係
該当はありません。

② 重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 出資比率 主な事業内容

株 式 会 社 ロ ン テ ク ノ
百万円 ％

建材商品の仕入・販売及び工事20 100.0

ロ ン シ ー ル イ ン
コ ー ポ レ イ テ ッ ド

千米ドル ％
建材商品の仕入及び販売380 100.0

龍 喜 陸 （上 海）
貿 易 有 限 公 司

千人民元 ％
建材商品の仕入及び販売1,975 100.0
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（7）主要な事業内容
当社グループの事業及び主要製品は次のとおりです。
合成樹脂加工品事業
・建築用床材（抗菌・抗ウイルス製品、ノーワックス製品、機能製品）

教育施設、医療福祉施設、生産施設、マンション等の床材
抗ウイルス性ノーワックス床シート「CTシリーズ、ロンプロテク
ト」、超防汚・抗ウイルス性ノーワックス床シート「サニタリウ
ム」、一般用床シート「ロンリウムシリーズ」、発泡層付床シート
「ロンフォームCT」、防滑性床シート「ロンマットME」、階段用床
材 「ロンステップME、ロンステップ室内用」、各種機能性床シー
ト「ツートンリウム、IDフロアシリーズ、ロンクリーンリウム、ブ
レスリウム」、機能性タイル「ロンタイルOA」、タイルカーペット
「パーホロンタイルカーペット」

・屋上防水材
教育施設、医療福祉施設、オフィス、店舗、工場、マンション、一般
住宅等の防水材
「ロンプルーフエース」、「ベストプルーフ」、「ニューベストプルー
フ」、「ベストプルーフプラス」、「ベストプルーフα」、「ベストプル
ーフRS」

・環境対応防水システム
教育施設、医療福祉施設、店舗、工場、マンション、一般住宅の屋上
緑化、遮熱材料による環境保護とヒートアイランド現象の緩和
太陽光パネル設置工法「PV支持架台」、遮熱防水仕様「ベストプル
ーフシャネツ」、「ロンプルーフシャネツ」、長期防水保証システム
「ロンプルーフSP」、屋上緑化システム「ロングリーン仕様」

・壁装材（TVOC対策品、抗菌・抗ウイルス製品、消臭製品及び一般品）
教育施設、店舗、オフィス、マンション、医療福祉施設、一般住宅等
の壁紙

・車両用床材
鉄道車両用、バス用の床材

・機能性フィルム
印刷用化粧フィルム、保護フィルム、IC関連加工用フィルム、抗ウイ
ルス性フィルム

・工事業
各種防水工事及び室内装飾内装工事

不動産賃貸事業
・ショッピングセンター施設
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（8）主要な事業所
①当社
名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

本 社 東京都墨田区 横 浜 営 業 所 神奈川県横浜市
本 社 分 室 東京都墨田区 名 古 屋 営 業 所 愛知県名古屋市
大 阪 支 店 大阪府大阪市 大 阪 営 業 所 大阪府大阪市
札 幌 営 業 所 北海道札幌市 広 島 営 業 所 広島県広島市
仙 台 営 業 所 宮城県仙台市 福 岡 営 業 所 福岡県福岡市
北 関 東 営 業 所 埼玉県さいたま市 土 浦 事 業 所 茨城県土浦市
土 浦 営 業 所 茨城県土浦市 賃 貸 施 設 東京都葛飾区
東 京 営 業 所 東京都墨田区

②子会社
名 称 所 在 地

株 式 会 社 ロ ン テ ク ノ 東京都豊島区
ロンシールインコーポレイテッド 米国カリフォルニア州
龍喜陸（上海）貿易有限公司 中国上海市

（9）従業員の状況
①企業集団の従業員数
従業員数 前期末比

434名 ８名減少

②当社の従業員数
従業員数 前期末比 平均年齢 平均勤続年数

385名 ５名減少 41.7歳 16.8年
（注） １．従業員数は就業人員数であります。

２．上記従業員数には、臨時従業員は含まれておりません。

（10）主要な借入先
借 入 先 借入金残高

百万円
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 100
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２．会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 9,000,000株
（2）発行済株式総数 4,625,309株（自己株式16,288株を含む)
（3）株 主 数 4,338名
（4）大 株 主 （上位10名）

株 主 名 持 株 数 持株比率
千株 ％

東ソー株式会社 1,757 38.13
株式会社みずほ銀行 211 4.58
ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ ＢＲＯＫＥＲＳ ＬＬＣ 168 3.66
ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ
ＪＰＲＤ ＡＣ ＩＳＧ （ＦＥ－ＡＣ） 167 3.62

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 158 3.43
東京海上日動火災保険株式会社 91 1.97
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 65 1.42
日本生命保険相互会社 53 1.15
ロンプ持株会 45 0.98
ＪＰモルガン証券株式会社 40 0.88
（注） 持株比率は、自己株式（16,288株）を控除して計算しております。

（5）その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。

３．会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項
（1）取締役の氏名等

氏 名 地位及び担当 重要な兼職の状況
大 村 朗 代表取締役社長 社長執行役員

蓮 沼 修
取締役常務執行役員

（土浦事業所長 研究・開発
部担当 ） 株式会社ロンテクノ取締役

ロンシールインコーポレイテッド取締役

井 関 直 彦
取締役常務執行役員

(人事・総務部 経理部 監
査室 ＣＳＲ推進室担当
大阪支店長 )

常 盤 昭 夫
取締役常務執行役員

（防水事業部長 建装事業部
担当 ）

株式会社ロンテクノ取締役
ロンシールインコーポレイテッド取締役
龍喜陸（上海）貿易有限公司董事

石 澤 英 夫
取締役執行役員

(品質保証部 経営管理部
情報システム部 購買部担
当 ) ロンシールインコーポレイテッド取締役

神 長 俊 樹 取締役 株式会社デイ・シイ会長
前 田 篤 取締役（常勤監査等委員）
大 石 秀 夫 取締役（監査等委員）
河 本 浩 爾 取締役（監査等委員） 東ソー株式会社常勤監査役
（注）１．取締役のうち神長俊樹氏、大石秀夫氏及び河本浩爾氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役

であります。なお、神長俊樹氏及び大石秀夫氏は東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員であ
ります。

２．当社は定款において常勤の監査等委員を選定することができる旨を定めており、監査等委員会の活
動の実効性を確保するためには常勤者による監査が必要と判断し、当該規定に基づき前田篤氏を常
勤の監査等委員として選定しております。

３．取締役 河本浩爾氏は、他社での経営者、監査役としての豊富な経験があり、財務及び会計に関す
る相当程度の知見を有しております。

４．当期中の取締役の異動
①取締役 神長俊樹氏は、2021年６月29日開催の第78回定時株主総会において、新たに取締役に選
任され就任いたしました。
②取締役 田中達也氏は、2021年６月29日開催の第78回定時株主総会終結の時をもって任期満了に
より退任いたしました。
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（2）責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役は、会社法第427条第１項及び当社定款の規定に基づき、同法第
423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度

額としております。

（3）取締役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会の
決議により決定しております。その概要は、固定報酬と業績連動報酬により構成されてお
り、固定報酬は、役職位に応じた額とし、業績連動報酬は、会社の業績を客観的に示す前
事業年度の連結経常利益を業績指標とし、貢献度等を総合的に勘案して個人別に決定して
おります。
また、個人別報酬等の額に対する、固定報酬、業績連動報酬の割合は、業績指標とする
連結経常利益の額及び個人別の貢献度等により決定しております。
当事業年度を含む連結経常利益の推移は１．(５)財産及び損益の状況の推移に記載のと

おりです。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、2016年６月29日開催の第73回
定時株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、代表取締役社長大村朗が社外取
締役の助言及び監査等委員会との協議において決定方針との整合性を含めた多角的な検討
によって報酬案を作成しております。この報酬案について取締役会も基本的にその答申を
尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
社外取締役は、監督機能を有効に機能させる観点等から、固定報酬のみとしておりま
す。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
監査等委員でない取締役の金銭報酬の額は、2016年６月29日開催の第73回定時株主

総会において年額300百万円以内と決議しております（使用人兼務取締役の使用人分給与
は含まない）。当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は６名（うち、
社外取締役は１名）です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2016年６月29日開催の第73回定時株主

総会において年額74百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査
等委員である取締役の員数は３名（うち、社外取締役は２名）です。
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③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長大村朗が社外取締役の助言及び監査等委員
会との協議を経て監査等委員でない取締役の個人別の報酬額を決定しております。
なお、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事
業の評価を行うには代表取締役社長大村朗が最も適しているからであります。
監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員の協議に基づき決定しております。

④ 取締役の報酬等の総額等

役員区分
報酬等の
総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（人）固定報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

監査等委員
でない取締役

（うち社外取締役）
94
（５）

89
（５）

５
（―）

―
（―）

７
（２）

監査等委員
である取締役

（うち社外取締役）
19
（７）

19
（７） ― ― ３

（２）

（注） １．上記には、2021年６月29日開催の第78回定時株主総会終結の時をもって退任した１名を含んでお
ります。

２．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は、含まれておりません。

（4）社外役員に関する事項
当該事業年度における主な活動の状況
① 監査等委員でない社外取締役 神長俊樹氏
ア．取締役会への出席状況及び発言状況
当事業年度中に開催した10回の取締役会のうち、10回出席し、他社での経営者
としての豊富な経験、知見を有する立場で必要な発言を適宜行っております。
イ．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
他社での経営者としての豊富な経験、知見を有する立場で、当社の中長期的な成
長に向けた事業戦略に関する助言や組織体制に関する意見等、有益な助言を行うと
ともに、独立した客観的な立場から経営陣に対する実効性の高い監督機能を果たし
ております。
ウ．重要な兼職先である法人等と当社との関係
兼職先である株式会社デイ・シイと、当社との間に特別の利害関係はありませ
ん。
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② 監査等委員である社外取締役 大石秀夫氏
ア．取締役会及び監査等委員会への出席状況及び発言状況
当事業年度中に開催した13回の取締役会のうち、13回出席し、議案審議につき、

他社での経営者、監査役としての豊富な経験、知見を有する立場で必要な発言を適
宜行っております。
同様に、当事業年度中に開催した10回の監査等委員会のうち、10回出席し、常

勤監査等委員より日常監査などの報告を受け、意見交換し、必要に応じて調査を求
め、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
イ．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
他社での製造部門、技術部門等での豊富な経験、知見を有する立場で、当社の中
長期視点に基づいた製造技術、品質管理等に対する有益な助言を行っております。
また、監査等委員会においても、独立した客観的な立場から内部統制システム及び
取締役の職務の執行状況等に関し経営陣に対する実効性の高い監査・監督機能を果
たしております。
ウ．重要な兼職先である法人等と当社との関係
該当事項はありません。

③ 監査等委員である社外取締役 河本浩爾氏
ア．取締役会及び監査等委員会への出席状況及び発言状況
当事業年度中に開催した13回の取締役会のうち、13回出席し、議案審議につき、

他社での経営者、監査役としての豊富な経験、知見及び財務・会計に関する相当程
度の知見を有する立場で必要な発言を適宜行っております。
同様に、当事業年度中に開催した10回の監査等委員会のうち、10回出席し、常

勤監査等委員より日常監査などの報告を受け、意見交換し、必要に応じて調査を求
め、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
イ．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
他社での経営管理部門での豊富な経験、財務・会計に関する相当程度の知見を有

する立場で、中長期視点に基づいた事業の方向性に関する有益な助言を行っており
ます。また、監査等委員会においても、会計及び経営全般に対する実効性の高い監
査・監督機能を果たしております。
ウ．重要な兼職先である法人等と当社との関係
兼職先である東ソー株式会社は、当社の筆頭株主であり、一部の原材料の供給を
受けております。同社との直接取引における依存度は軽微であり、その他金銭等の
賃借関係、保証・被保証の関係はありません。
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５．会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項
（1）被保険者の範囲

当社役員及び子会社の役員
（2）役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間
で締結し、被保険者が負担することになる業務の遂行に起因して損害賠償請求がなされたこ
とによって被る損害を当該保険契約により補填することとしております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社役員及び子会社の役員であり、全ての被保
険者について、その保険料を全額当社及び子会社が負担しております。
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６．会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

アーク有限責任監査法人

（2）責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

（3）会計監査人の報酬等の額
① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額

27百万円
② 当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

27百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法
に基づく監査の監査報酬の額を区分しておりませんので、上記の金額には金融商品
取引法に基づく監査の報酬等の額を含めております。

２．会計監査人の報酬等の額について監査等委員会が同意した理由
当監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報
酬見積の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計
監査人の報酬等の額について同意いたしました。

（4）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（5）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認め

られる場合は、監査等委員の全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性及

び信頼性が確保できないと認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任
に関する議案の内容を決定いたします。

（6）子会社の監査の状況
当社子会社ロンシールインコーポレイテッドは、当社の会計監査人以外の監査法人による

監査を受けております。
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７．会社の体制及び方針
（1）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適

正を確保するための体制

① 取締役及び執行役員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ア．役職員が法令・定款及び社会規範を遵守するための行動規範を示した「ロンシールグ
ループ 行動指針」を定め、取締役及び執行役員は率先垂範して同指針を遵守する。
イ．取締役会への付議及び報告の基準となる「取締役会規則」及び「職務権限規程」を定
め、取締役及び執行役員は同規則及び同規程に則り職務を執行する。

ウ．取締役の職務の執行は、監査等委員会の監査を受ける。
② 取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

情報の保存及び管理に関する「文書管理規程」を定め、株主総会議事録、取締役会議事
録、その他取締役（監査等委員である取締役を除く）及び執行役員の職務執行に係る情報
が記載された文書を常時、取締役、執行役員から閲覧の要請があった場合に速やかに閲覧
できるよう適切な場所に保管するとともに、定められた期間保存する。
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ア．「リスク管理基本規程」に則り、リスク管理体制を整備するとともに、役職員への周
知徹底を行う。
イ．リスク管理の状況を定期的に取締役会に報告する。
④ 取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ア．監査等委員会設置会社として、取締役会の監督機能強化に取組み、経営の監督・意思
決定機能と業務執行を分離し、業務執行に関する意思決定を機動的に行っていくため、
取締役会の決議により定めた一定の事項については、経営会議及び稟議手続きを経て決
定する。

イ．取締役会の決議により、業務執行を担当する執行役員を選任し担当業務を定め、会社
の業務を委任する。各執行役員は社内規程に基づき委譲された職務権限により、取締役
会で決定した会社の方針、業務執行に関する経営会議での決定事項及び社長の指示の下
に業務を執行する。
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⑤ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ア．役職員が法令・定款及び社会規範を遵守するための行動規範を示した「ロンシールグ
ループ 行動指針」を定め、同指針の遵守を徹底する。
イ．「コンプライアンス規程」に則り、役職員一人一人が高い倫理観を持ち公正誠実にコ
ンプライアンスを実践するよう継続的な教育を推進する。
ウ．コンプライアンス担当部門、コンプライアンス相談窓口を設け、コンプライアンスに
関する相談及び通報が出来る体制を整える。また、通報を行った者に対し、当該通報し
たことを理由に不利な取扱いを行わないことを確保する。

⑥ 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
ア．当社は、「子会社管理規程」に則り、その適正な運用を図る。
イ．子会社は、当社のリスク管理体制に準じた自律的な管理体制を構築・運用し、当社は
適切な報告を求める。
ウ．子会社は、職務権限及び意思決定のルールを明確化し、当社は適切な管理及び指導を
行う。
エ．当社は、当社グループの役職員が法令・定款及び社会規範を遵守するための行動規範
を示した「ロンシールグループ 行動指針」を子会社へ周知徹底する。

⑦ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用
人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性に関する事項、監査等
委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
ア．当社は、監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会事務局を設置する。
イ．監査等委員会事務局の主要な人事については監査等委員会と事前に協議する。
ウ．監査等委員会がその職務を補助すべき使用人について、当該使用人の取締役（監査等
委員である取締役を除く）からの独立性、監査等委員会の指示の実効性を確保するため
の体制に関し監査等委員会から要請があれば協議の上、協力する。
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⑧ 当社及び子会社の取締役等及び使用人が当社の監査等委員会へ報告をするための体制並
びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確
保するための体制
ア．当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）、執行役員及び使用人、並びに子会
社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、当社及び子会社
の業務又は業績に影響を与える重要な事項について、監査等委員会に遅滞なく報告す
る。前記に関わらず、監査等委員会はいつでも必要に応じて、当社の取締役（監査等委
員である取締役を除く）、執行役員及び使用人、並びに子会社の取締役、監査役及び使
用人に対して報告を求めることができる。
イ．内部監査状況（内部統制システムの状況を含む）及びリスク管理に関する状況、並び
に社内通報制度に関する通報状況については監査等委員会へ遅滞なく報告する。
ウ．前各項に関して、監査等委員会への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理
由として不利な取扱いを行わない。

⑨ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ア．社長は、監査等委員と定期的な会合を開催し、経営全般に亘る事項について意見交換
を行う。
イ．監査等委員会は、内部監査部門及び会計監査人から適宜報告を受け、相互連携を図
る。
ウ．監査等委員が職務の執行上必要と認める費用又は債務の処理について、会社に請求す
ることができる。

（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、上記（１）の業務の適正を確保するための体制について、内部統制システムの

整備及び運用状況を調査し取締役会にその内容を報告しております。また、調査の結果判
明した問題点につきましては、体制の整備又は運用の見直しを行い、より適切な内部統制
システムの構築・運用に努めております。
当事業年度の運用状況としましては、取締役及び使用人は法令及び社内規程に基づき業

務を執行し、内部統制システムが適正に運用されている事を確認しております。また、社
内研修においてコンプライアンス教育等を実施し、「ロンシールグループ 行動指針」の周
知・徹底を行っております。
なお、リスクの管理状況は取締役会に報告し、状況を確認の上、当社グループにおける

業務の適正を確保するための体制強化を図っております。
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（3）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「ロンシールグループ 行動指針」に反社会的勢力との関係遮断に関する行動指

針を示し、社内教育・研修等を通じてその内容を周知徹底しています。また、人事・総務
部を担当部署とし、事案の発生時には警察当局、顧問弁護士等と緊密に連絡を取り、速や
かに対処できる体制を整備しています。

（4）株式会社の支配に関する基本方針
当社では、以下の経営方針を支持する者が、「会社の財務及び事業の方針の決定を支配

する者」であることが望ましいと考えています。

【経営方針】
当社は、『ステークホルダーの信頼に応え続けること』を経営の基本としています。その

為に、健全な経営システムのもと、企業価値の向上を目指し、更なるコーポレートガバナン
スの強化が重要であると認識しています。
コーポレートガバナンスの基本方針は次のとおりです。
① 経営のスピードアップと事業遂行力の向上
② 企業行動の透明性と健全性の確保
③ 適時かつ適切な情報開示及びアカウンタビリティ (説明責任）の充実

なお、上記の経営方針に照らして不適切な者が当社支配権の獲得を表明した場合には、
当該表明者や第三者（独立社外者）とも協議のうえ、次の３項目の要件を充足する必要か
つ妥当な措置を講じるものとします。
・当該措置が上記の経営方針に沿うものであること
・当該措置が株主の共同の利益を損なうものでないこと
・当該措置が役員の地位の維持を目的とするものでないこと
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（5）剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主価値の持続的な向上を目指し、将来の事業展開に必要な内部留保を確保し

つつ、永続的かつ安定的な利益還元を行うことを基本としております。利益還元の目標と
しては、連結当期純利益の20％～40％を目安とし、内部留保及び事業環境等を勘案し決
定します。
このような方針の下、第79期の期末配当につきましては、2022年５月13日開催の取

締役会において、以下のとおり剰余金の処分に関する決議をいたしました。
① 配当財産の種類
金銭といたします。

② 配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき65円 総額 299,586,365円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月10日
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連結貸借対照表（2022年３月31日現在） （単位：百万円）

科 目 金 額
（資産の部） （24,751）

流 動 資 産 16,145
現 金 ・ 預 金 6,799
受 取 手 形 1,036
売 掛 金 2,885
電 子 記 録 債 権 1,636
商 品 及 び 製 品 2,609
仕 掛 品 306
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 693
そ の 他 の 流 動 資 産 185
貸 倒 引 当 金 △6

固 定 資 産 8,605
有 形 固 定 資 産 7,418
建 物 及 び 構 築 物 3,283
機 械 装 置 及 び 運 搬 具 800
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品 333
土 地 2,419
リ ー ス 資 産 486
建 設 仮 勘 定 95
無 形 固 定 資 産 139
投 資 そ の 他 の 資 産 1,047
投 資 有 価 証 券 819
繰 延 税 金 資 産 124
その他の投資その他の資産 120
貸 倒 引 当 金 △16

資 産 合 計 24,751

科 目 金 額
（負債の部） （6,794）

流 動 負 債 5,054
支 払 手 形 ・ 買 掛 金 2,290
電 子 記 録 債 務 914
短 期 借 入 金 180
リ ー ス 債 務 75
未 払 金 693
未 払 法 人 税 等 275
契 約 負 債 102
預 り 金 15
賞 与 引 当 金 220
設 備 関 係 支 払 手 形 71
そ の 他 の 流 動 負 債 214

固 定 負 債 1,739
リ ー ス 債 務 447
預 り 保 証 金 1,242
退 職 給 付 に 係 る 負 債 49
（純資産の部） （17,957）

株 主 資 本 17,579
資 本 金 5,007
資 本 剰 余 金 4,121
利 益 剰 余 金 8,477
自 己 株 式 △27

その他の包括利益累計額 378
その他有価証券評価差額金 360
為 替 換 算 調 整 勘 定 18

負 債 及 び 純 資 産 合 計 24,751

（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書（2021
2022

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで） （単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高
顧 客 と の 契 約 か ら 生 じ る 収 益 17,769
顧客との契約から生じる収益以外の収益 360 18,129

売 上 原 価 11,053
売 上 総 利 益 7,076
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,796
営 業 利 益 1,280
営 業 外 収 益
受 取 利 息 0
受 取 配 当 金 34
そ の 他 の 営 業 外 収 益 68 102

営 業 外 費 用
支 払 利 息 11
そ の 他 の 営 業 外 費 用 0 11

経 常 利 益 1,370
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 0 0
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 20 20
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,349
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 419
法 人 税 等 調 整 額 △34
当 期 純 利 益 965
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 965

（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書（2021
2022

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで） （単位：百万円）

項 目
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計
当 期 首 残 高 5,007 4,121 7,796 △26 16,898
会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額 △7 △7
会計方針の変更を反映した
当 期 首 残 高 5,007 4,121 7,789 △26 16,891
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △276 △276
親会社株主に帰属する当期純利益 965 965
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）
当 期 変 動 額 合 計 ― ― 688 △0 688
当 期 末 残 高 5,007 4,121 8,477 △27 17,579

（単位：百万円）

項 目
その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

その他の包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 375 △63 312 17,210
会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額 △7
会計方針の変更を反映した
当 期 首 残 高 375 △63 312 17,203
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △276
親会社株主に帰属する当期純利益 965
自 己 株 式 の 取 得 △0
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） △15 81 65 65
当 期 変 動 額 合 計 △15 81 65 754
当 期 末 残 高 360 18 378 17,957
（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
１．連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数 ３社
（2）連結子会社の名称

株式会社ロンテクノ
ロンシールインコーポレイテッド
龍喜陸（上海）貿易有限公司

２．持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のロンシールインコーポレイテッド及び龍喜陸（上海）貿易有限公司の決算日は、12月31日

であり、当連結計算書類の作成にあたり同決算日現在の計算書類を使用しております。ただし、１月１日か
ら３月31日までの期間に発生した重要な取引については連結上必要な調整を行っております。
４．会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法
①有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法によ

り算定）
市場価格のない株式等 総平均法による原価法

②棚卸資産の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ
の方法により算定）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産
ア. リース資産以外の有形固定資産 定額法
イ . リ ー ス 資 産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する定額法によってお
ります。
なお、米国における在外連結子会社については、米国会計基準ASU第2016-02
「リース」を適用しております。米国会計基準ASU第2016-02「リース」によ
り、原則として全てのリースを貸借対照表に資産及び負債として計上しており
ます。

②無形固定資産 定額法（なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間（５年）に基づく定額法）

③長期前払費用 均等償却
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（3）重要な引当金の計上基準
①貸 倒 引 当 金 売掛金、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討
し、回収不能見込額を計上しております。

②賞 与 引 当 金 従業員の賞与支給に備え、支給見込額に基づき計上しております。
（4）その他連結計算書類の作成のための重要な事項

退職給付に係る会計処理の方法 従業員の退職給付に備えるため、当社は適格退職年金制度の廃止日（2003年
６月30日）における自己都合要支給額から当該時点における年金資産を控除し
た金額に基づき、子会社は当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に
基づき当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しており
ます。

（5）重要な収益及び費用の計上基準
当社グループは、合成樹脂の加工及び販売を行っております。当社及び国内連結子会社は約束した財の
支配が顧客に移転した時点で当該財と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。顧客
による支配の獲得時点は、出荷時と判断しております。
これらの収益は顧客との契約において約束された対価から、一定期間の取引数量等に応じた売上リベー
ト等を控除した金額で測定しております。また、有償支給取引において、金融取引として有償支給先に残
存する支給品について棚卸資産を認識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高相当額に
ついて契約負債を認識しております。
米国における在外連結子会社は、ASC第606号「顧客との契約から生じる収益」を適用しており、約束
した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる
金額で収益を認識しております。

会計方針の変更
１．収益認識に関する会計基準等の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」
という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これ
により、売上リベート等の顧客に支払われる対価については、従来、販売費及び一般管理費として処理す
る方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。また、有償支給取引にお
いて、従来は有償支給した原材料等について消滅を認識しておりましたが、当該取引において買い戻す義
務を負っていることから、有償支給した原材料等について消滅を認識しないことといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに
従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連
結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」

は、当連結会計年度より「受取手形」及び「売掛金」に含めて表示し、「流動負債」の「その他の流動負
債」に含めていた「前受金」は、当連結会計年度より「契約負債」として表示しております。
収益認識会計基準等の適用による、当連結会計年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響は軽微で
す。
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２．時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」

という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結計算
書類に与える影響はありません。

３．米国会計基準ASU第2016-02「リース」の適用）
米国における在外連結子会社では、当連結会計年度より米国会計基準ASU第2016-02「リース」を適用

しております。これに伴い、借手のリース取引については、原則全てのリースについて使用権資産及びリ
ース債務を認識しております。
米国会計基準ASU第2016-02の適用にあたっては、経過措置として認められている、本基準の適用によ
る累積的影響を適用開始日に認識する方法を採用しております。
本基準の適用に伴い、連結貸借対照表において有形固定資産が２億68百万円、流動負債が55百万円、

固定負債が２億９百万円それぞれ増加しております。なお、当連結会計年度の損益及びセグメント情報に
与える影響は軽微です。

会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年
度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
当社の製品1,557百万円
当社における製品の評価においては、営業循環過程から外れた棚卸資産について、収益性の低下の事実を反
映するために、滞留期間に応じて規則的に帳簿価額を切り下げる方法を採用しております。当該評価に当たっ
ては、滞留期間に対応した帳簿価額の切下げ率の決定が重要な要素となっており、これは経営者による重要な
仮定に基づいて決定されております。帳簿価額の切下げ率の決定に当たっては、過去の販売実績や処分実績、
競合他社との価格競争や製品の需給環境等の外部環境を踏まえた将来の販売計画を考慮する必要があり、実際
の販売状況が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類において、当社の製品の金額に重要な影
響を与える可能性があります。

追加情報
当社グループは、現時点において新型コロナウイルス感染症による会計上の見積りに及ぼす影響は軽微であ
ると判断しております。
ただし、新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響は不透明であり、翌連結会計年度以降の当社グ
ループの財産及び損益に少なからず影響を及ぼす可能性があります。

連結貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額 18,856百万円

連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 4,625,309株
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２．配当に関する事項
（1）配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2021年５月13日
取締役会 普通株式 276 60.00 2021年３月31日 2021年６月10日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2022年５月13日
取締役会 普通株式 利益剰余金 299 65.00 2022年３月31日 2022年６月10日

３．新株予約権に関する事項
該当事項はありません。

金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については、短期的な預金等に限定し、資金の調達については、銀行等金融
機関からの借入により行っております。
受取手形、売掛金並びに電子記録債権に係る顧客の信用リスクは、販売取引先管理規程に沿って、リス

ク低減を図っております。
投資有価証券は、株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
支払手形・買掛金並びに電子記録債務は、１年以内の支払期日であります。

２．金融商品の時価等に関する事項
2022年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであり
ます。

（単位：百万円）

区分 連結貸借対照表
計上額（*1） 時価（*1） 差額

（１）投資有価証券
その他有価証券

（２）リース債務（流動負債、固定負債）
（３）預り保証金

804
（522）
（1,242）

804
（511）
（1,183）

―
（10）
（58）

（*1）「現金・預金」は注記を省略しており、「受取手形」、「売掛金」、「電子記録債権」、「支払手形・買掛金」、
「電子記録債務」、「短期借入金」は、短期間で決済されるものであるため時価が帳簿価額に近似することから、
記載を省略しております。

（*2）負債に計上されているものについては、()で示しております。
（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額15百万円）は、市場価格のない株式等であるため「（1）投資有価証

券 その他有価証券」に含めておりません。
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
ルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該

時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
（単位：百万円）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
その他有価証券 804 ― ― 804

（2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：百万円）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

リース債務（流動負債、固定負債）
預り保証金

―
―

（511）
（1,183）

―
―

（511）
（1,183）

負債計 ― （1,695） ― （1,695）
（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

１．投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その
時価をレベル１の時価に分類しております。
２．リース債務(流動負債、固定負債)
これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間などを加味した利率を基に割引現在価値法
により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
３．預り保証金
これらの時価は、返済予定期間及び返済予定額を見積もり、合理的と考えられる割引率で割り引いた
現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
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賃貸等不動産に関する注記
１．賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は、東京都葛飾区四つ木において、ショッピングセンター施設（土地を含む）を有しております。

２．賃貸等不動産の時価に関する事項
（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 時価

888 3,660

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得価額から減価償却累計額を控除した金額であります。
２．当期末時価は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価基準に基づいた鑑定評価であります。

１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 3,896円13銭
１株当たり当期純利益 209円37銭
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収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約及びその他の源泉から認識した収益は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額 連結計算書類

計上額合成樹脂加工品
事業 不動産賃貸事業 計

売上高

日本 15,493 ― 15,493 ― 15,493

北米 1,517 ― 1,517 ― 1,517

欧州 286 ― 286 ― 286

アジア 428 ― 428 ― 428

その他 43 ― 43 ― 43

顧客との契約から生じる
収益 17,769 ― 17,769 ― 17,769

その他の収益 ― 360 360 ― 360

外部顧客への売上高 17,769 360 18,129 ― 18,129

セグメント間の内部売上
高又は振替高 ― ― ― ― ―

計 17,769 360 18,129 ― 18,129

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「連結計算書類の作成のため
の基本となる重要な事項に関する注記等 ４．会計方針に関する事項 （5）重要な収益及び費用の計上基準」
に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
（単位：百万円）
当連結会計年度

契約負債（期首残高） 72

契約負債（期末残高） 102

返金負債（期首残高） 22

返金負債（期末残高） 23
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貸借対照表（2022年３月31日現在） （単位：百万円）

科 目 金 額
（資産の部） （22,677）

流 動 資 産 14,229
現 金 ・ 預 金 5,563
受 取 手 形 875
電 子 記 録 債 権 1,613
売 掛 金 2,815
未 収 入 金 223
前 払 費 用 11
商 品 及 び 製 品 2,186
仕 掛 品 238
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 693
そ の 他 の 流 動 資 産 7

固 定 資 産 8,447
有 形 固 定 資 産 7,225
建 物 2,984
構 築 物 298
機 械 及 び 装 置 783
車 両 運 搬 具 17
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品 330
土 地 2,496
リ ー ス 資 産 217
建 設 仮 勘 定 95
無 形 固 定 資 産 138
施 設 利 用 権 19
ソ フ ト ウ エ ア 69
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定 49
投 資 そ の 他 の 資 産 1,083
投 資 有 価 証 券 778
関 係 会 社 株 式 181
差 入 保 証 金 28
長 期 前 払 費 用 59
その他の投資その他の資産 21
繰 延 税 金 資 産 29
貸 倒 引 当 金 △15

資 産 合 計 22,677

科 目 金 額
（負債の部） （6,029）

流 動 負 債 4,663
支 払 手 形 405
電 子 記 録 債 務 914
買 掛 金 1,794
短 期 借 入 金 180
リ ー ス 債 務 20
未 払 金 579
未 払 法 人 税 等 229
契 約 負 債 31
未 払 費 用 120
預 り 金 15
賞 与 引 当 金 209
設 備 関 係 支 払 手 形 71
そ の 他 の 流 動 負 債 92

固 定 負 債 1,365
リ ー ス 債 務 237
預 り 保 証 金 1,101
退 職 給 付 引 当 金 26
（純資産の部） （16,647）

株 主 資 本 16,300
資 本 金 5,007
資 本 剰 余 金 4,120
資 本 準 備 金 4,120
そ の 他 資 本 剰 余 金 0
利 益 剰 余 金 7,199
利 益 準 備 金 311
そ の 他 利 益 剰 余 金 6,887
繰 越 利 益 剰 余 金 6,887

自 己 株 式 △27
評 価 ・ 換 算 差 額 等 347
その他有価証券評価差額金 347

負 債 及 び 純 資 産 合 計 22,677
（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書（2021
2022

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで） （単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 16,269

売 上 原 価 10,386

売 上 総 利 益 5,882

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,889

営 業 利 益 993

営 業 外 収 益

受 取 利 息 0

受 取 配 当 金 208

そ の 他 の 営 業 外 収 益 68 276

営 業 外 費 用

支 払 利 息 11 11

経 常 利 益 1,258

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 0

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 20

税 引 前 当 期 純 利 益 1,237

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 298

法 人 税 等 調 整 額 △9

当 期 純 利 益 949
（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書（2021
2022

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで） （単位：百万円）

項 目

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 その他資本
剰 余 金

資本剰余金
合 計 利益準備金

その他利益
剰 余 金 利益剰余金

合 計繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 5,007 4,120 0 4,120 311 6,220 6,532
会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額 △6 △6
会 計 方 針 の 変 更 を
反映した当期首残高 5,007 4,120 0 4,120 311 6,214 6,526
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △276 △276
当 期 純 利 益 949 949
自 己 株 式 の 取 得
株主資本以外の項目の
当期中の変動額（純額）
当 期 変 動 額 合 計 ― ― ― ― ― 672 672
当 期 末 残 高 5,007 4,120 0 4,120 311 6,887 7,199

(単位：百万円)

項 目
株 主 資 本 評価・換算差額等

純資産合計
自 己 株 式 株主資本合計 その他有価証券

評 価 差 額 金
当 期 首 残 高 △26 15,634 362 15,997
会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額 △6 △6
会 計 方 針 の 変 更 を
反映した当期首残高 △26 15,628 362 15,991
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △276 △276
当 期 純 利 益 949 949
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0 △0
株主資本以外の項目の
当期中の変動額（純額） △15 △15
当 期 変 動 額 合 計 △0 672 △15 656
当 期 末 残 高 △27 16,300 347 16,647
（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価基準及び評価方法
① 子 会 社 株 式 総平均法による原価法
② その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法に
より算定）

市場価格のない株式等 総平均法による原価法
（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ
の方法により算定）

２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産

①リース資産以外の有形固定資産 定額法
②リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する定額法によってお
ります。

（2）無形固定資産 定額法（なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間（５年）に基づく定額法）

（3）長期前払費用 均等償却
３．引当金の計上基準
（1）貸 倒 引 当 金 売掛金、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討
し、回収不能見込額を計上しております。

（2）賞 与 引 当 金 従業員の賞与支給に備え、支給見込額に基づき計上しております。
（3）退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、適格退職年金制度の廃止日（2003年６月30

日）における自己都合要支給額から当該時点における年金資産を控除した金額
に基づいて計上しております。

４．重要な収益及び費用の計上基準
当社は、合成樹脂の加工及び販売を行っております。当社は約束した財の支配が顧客に移転した時点で

当該財と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。顧客による支配の獲得時点は、出
荷時と判断しております。
これらの収益は顧客との契約において約束された対価から、一定期間の取引数量等に応じた売上リベー
ト等を控除した金額で測定しております。また、有償支給取引において、金融取引として有償支給先に残
存する支給品について棚卸資産を認識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高相当額に
ついて契約負債を認識しております。
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会計方針の変更
１．収益認識に関する会計基準等の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」
という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、
当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによ
り、売上リベート等の顧客に支払われる対価については、従来、販売費及び一般管理費として処理する方
法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。また、有償支給取引におい
て、従来は有償支給した原材料等について消滅を認識しておりましたが、当該取引において買い戻す義務
を負っていることから、有償支給した原材料等について消滅を認識しないことといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに
従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年
度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「その他の流動負債」に含めていた「前受金」

は、当事業年度より「契約負債」として表示しております。
収益認識会計基準等の適用による、当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響は軽微です。

２．時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」

という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計
基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、計算書類に与え
る影響はありません。

会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算
書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
当社の製品1,557百万円
会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報は、連結計算書類「連結注記表（会計上の見積りに関する
注記）」の内容と同一であります。

2022年05月25日 13時16分 $FOLDER; 49ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 49 ―

追加情報
当社は、現時点において新型コロナウイルス感染症による会計上の見積りに及ぼす影響は軽微であると判断
しております。
ただし、新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響は不透明であり、翌事業年度以降の当社の財産
及び損益に少なからず影響を及ぼす可能性があります。

貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 18,782百万円
２．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
（1） 短期金銭債権 491百万円
（2） 短期金銭債務 147百万円

損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
売 上 高 2,930百万円
仕 入 高 320百万円
営業取引以外の取引高 190百万円

株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末日における自己株式の種類及び株式数
普 通 株 式 16,288株

税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳
繰延税金資産
退職給付引当金 7百万円
賞与引当金 74百万円
未払事業税 19百万円
その他 93百万円
繰延税金資産小計 194百万円
評価性引当額 △11百万円
繰延税金資産合計 182百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △153百万円
繰延税金負債合計 △153百万円
繰延税金資産の純額 29百万円
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関連当事者との取引に関する注記
１.親会社及び法人主要株主等

種類 会社等の名称
又は氏名 所在地

資本金又は
出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

その他の
関係会社 東ソー㈱ 東京都

港区 55,173
ソーダ・
石油化学
製品等の
製造販売

（被所有）
直接38.4

原材料の仕
入
役員の兼任

原材料の仕
入 284 買掛金 139

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含みませんが、期末残高には消費税等を含みます。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
独立第三者間取引を参考にして取引条件を決定しています。

２.関連会社等

種類 会社等の名称
又は氏名 所在地

資本金又は
出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

子会社 ㈱ロンテクノ 東京都
豊島区 20

建材商品
の仕入・
販売及び
工事

100.0
建材製品の
販売
役員の兼任

建材製品の
販売
受取配当金

2,103
80
売掛金 201

子会社
ロンシールイ
ンコーポレイ
テッド

米国
カ リ フ
ォ ル ニ
ア州

80
（380千米ドル）

建材商品
の仕入及
び販売

100.0
建材製品の
販売
役員の兼任

建材製品の
販売
受取配当金

821
96

売掛金
未収入
金

189

96

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含みませんが、期末残高には消費税等を含みます。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
独立第三者間取引を参考にして取引条件を決定しています。
受取配当金については、子会社の当期純利益に基づき協議の上決定しています。

３.兄弟会社等

種類 会社等の名称
又は氏名 所在地

資本金又は
出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

その他の
関係会社
の子会社

東ソー物流㈱ 山口県
周南市 1,200

荷役業務
の受託・
配送業務

―
荷役業務の
受託・配送
業務

請負業務等
賃貸料の受
取等

1,321

13
未払金 254

その他の
関係会社
の子会社

大洋塩ビ㈱ 東京都
港区 6,000

塩化ビニ
ル樹脂の
製造及び
販売

― 原材料の仕
入

原材料の仕
入 811 買掛金 416

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含みませんが、期末残高には消費税等を含みます。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
独立第三者間取引を参考にして取引条件を決定しています。

１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 3,612円05銭
１株当たり当期純利益 205円91銭
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本
独立監査人の監査報告書

2022年５月11日
ロンシール工業株式会社
取 締 役 会 御中

アーク有限責任監査法人
東京オフィス
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 藤 本 幸 宏
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 長 井 裕 太

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ロンシール工業株式会社の2021年４月１日から

2022年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結
株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、ロンシール工業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及
び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
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監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書 謄本
独立監査人の監査報告書

2022年５月11日
ロンシール工業株式会社
取 締 役 会 御中

アーク有限責任監査法人
東京オフィス
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 藤 本 幸 宏
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 長 井 裕 太

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ロンシール工業株式会社の2021年４月１

日から2022年３月31日までの第79期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2021年４月１日から2022年３月31日までの第79期事業年度における取締役の職務
の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内
容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等から
その構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとと
もに、下記の方法で監査を実施しました。
① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社
の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関す
る事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業
所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監
査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている株式会社の支配に関する基本方針及び取組みについては、取締役会等に
おける審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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2. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認めら
れません。

④ 事業報告に記載されている株式会社の支配に関する基本方針及び取組は、相当であると認めます。
（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人アーク有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
（3）連結計算書類の監査結果

会計監査人アーク有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年５月12日

ロンシール工業株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 前 田 篤 ㊞
監 査 等 委 員 大 石 秀 夫 ㊞
監 査 等 委 員 河 本 浩 爾 ㊞

（注）監査等委員大石秀夫及び河本浩爾は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役
であります。

以 上
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株主総会会場ご案内図

国際ファッションセンタービル
11階（115号室）

東京都墨田区横網一丁目６番１号

○交通
・地下鉄大江戸線……両国駅下車「A１」出入口より徒歩０分。
・JR総武線……………両国駅下車

東口改札より改札出て左折。線路沿い直進し、つき
あたり（清澄通り）を左折。徒歩約７分。
西口改札より両国国技館・江戸東京博物館の間の歩
行者道路（赤レンガ）に沿って徒歩約７分。

ホームページアドレス
https://www.lonseal.co.jp/

2022年05月25日 13時16分 $FOLDER; 60ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）


